
１２月の納付
市県民税 （随期）
固定資産税・都市計画税（３期）
国民健康保険税 （６期）
介護保険料 （６期）
後期高齢者医療保険料 （６期）
＊納期限は平成２７年１月５日㈪です。
○納税・納付は納期限までに済ませましょう。
○便利で確実な口座振替をご利用ください。

建
物
の
取
り
壊
し
や
新
築
・

増
築
を
さ
れ
た
方
へ

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
は
、

１
月
１
日
（
賦
課
期
日
）
現
在
の

土
地
・
家
屋
の
所
有
者
に
課
税
さ

れ
ま
す
。
平
成
２６
年
中
に
建
物
を

取
り
壊
し
た
り
、新
築
・
増
築
を
し

て
登
記
し
て
い
な
い
場
合
は
、
課

税
漏
れ
や
、
課
税
誤
り
の
原
因
と

な
り
ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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児
童
扶
養
手
当
と
公
的
年
金
等
と
の

併
給
制
限
の
運
用
が
変
わ
り
ま
す

こ
れ
ま
で
、
公
的
年
金
等
を
受

給
で
き
る
場
合
は
児
童
扶
養
手
当

を
受
給
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
制
度
改
正
に
よ
り
、

１２
月
か
ら
公
的
年
金
等
を
受
給
で

き
る
場
合
で
も
、
月
々
の
年
金
額

が
児
童
扶
養
手
当
の
月
額
を
下
回

る
と
き
は
、
そ
の
差
額
分
の
児
童

扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

公
的
年
金
等
を
受
給
さ
れ
て
い

る
方
の
児
童
扶
養
手
当
の
申
請
時

期
や
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
広
報

あ
さ
か
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

※
支
給
は
平
成
２７
年
４
月
期
支
払

い
か
ら
と
な
り
ま
す
。
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年
金
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

「
将
来
年
金
を
間
違
い
な
く
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
か
し
ら
。」そ

ん
な
心
配
ご
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

保
険
料
の
納
付
状
況
や
未
納
に

関
す
る
こ
と
、
老
齢
年
金
の
請
求

方
法
や
、
障
害
年
金
・
遺
族
年
金

に
関
す
る
こ
と
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

年
金
相
談
を
、
無
料
で
相
談
員
が

個
別
に
お
聞
き
し
ま
す
。
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日
／
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週
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曜
日

午
後
１

時
〜
６
時
（
要
予
約
）

会
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所
１
階
市
民
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談
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相
談
員
／
社
会
保
険
労
務
士
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用
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／
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各年度の控除限度額

所得税の課税総所得金額等×５％
（市民税３％、県民税２％）（最高９７，５００円）

所得税の課税総所得金額等×５％
（市民税３％、県民税２％）（最高９７，５００円）

所得税の課税総所得金額等×７％
（市民税４．２％、県民税２．８％）（最高１３６，５００円）

居住年月日

（改正前）
平成２５年１２月３１日まで

平成２６年１月１日から
平成２６年３月３１日まで

平成２６年４月１日から
平成２９年１２月３１日まで

改正後
（平成２６年１月１日から）

１５％
５％

（市民税３％、県民税２％）
２０％

改正前
（平成２５年１２月３１日まで）

７％
３％

（市民税１．８％、県民税１．２％）
１０％

所得税

住民税

合 計

○上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等に対する軽減税率の廃止

平成２７年度の市・県民税（個人住民税）の改正点をお知らせします
問／課税課 ☎４６３―２８５２～３

○住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）の延長および拡充
１．居住年の適用期限が「平成２５年１２月３１日まで」から４年間延長され、「平成２９年１２月３１日まで」
に居住した方が対象となりました。
２．消費税率引き上げに係る措置として、平成２６年４月１日から平成２９年１２月３１日までに居住した方
の控除限度額が拡充され、最高が９７，５００円から１３６，５００円になりました。

○非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置の創設（いわゆるNISA）
平成２６年から平成３５年の各年に金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において、毎年
新規投資額で１００万円を上限に、５年以内に支払いを受けるべき配当所得および譲渡所得等について、
非課税とすることとされました。

上場株式等に係る配当所得および譲
渡所得等に対する１０％軽減税率（所得
税７％、住民税３％）の特例措置は、
平成２５年１２月３１日をもって廃止されま
した。平成２６年１月１日以後は、本則
税率の２０％（所得税１５％、住民税５％）
が適用されることになりました。
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